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1――現在の予防接種政策 

1｜国内の予防接種には、どんな種類がある？ 

(1) 受ける時期が決まっているものと決まっていないものがある（定期接種・臨時接種、任意接種） 

予防接種には、対象年齢、接種の回数、接種の間隔等が定められている定期接種と、まん延の防止

上、緊急の必要がある場合に実施される臨時接種があります。さらに、個人の自由意思で、必要に応

じて受けることができる任意接種があります。 

定期接種は、公費による負担があるため、無料または低価で受けることができます。臨時接種と任

意接種（定められた年齢以外で受ける定期接種を含む）は、原則として全額自己負担ですが、公的医

療保険の適用や自治体によって接種費用助成制度がある場合があります。 

 

(2) 定期接種の対象となる疾病は、接種の目的に応じて２つに分類される（Ａ類疾病・Ｂ類疾病） 

定期接種の対象となる疾病は、2013年の改正以降、Ａ類疾病とＢ類疾病に分類されています。Ａ類

疾病は、「人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、またはかかった場合の

病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防する

ために特に予防接種を行う必要があると認められる疾病」を言います。主として、集団予防と重篤な

疾患による社会的損失に重点が置かれており、国民は受けるよう努めなければならないとされていま

す（努力義務）1。一方、Ｂ類疾病は、「個人の発病またはその重篤化を防止し、併せてこれによりそ

のまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病」を言います。主とし

て、個人予防に重点が置かれており、「努力義務」はありません。 

予防接種の対象となる疾病は、図表１のとおりです2。定期接種で定められた時期は、国立感染症研

究所のサイト等で確認ができます。 

                                                
1  以前は義務とされていましたが、現在は、努力義務に留められています。接種を受けるかどうかを最終的に決めるのは、

接種を受ける本人又は保護者となります。 
2  臨時接種としては、弱毒型インフルエンザ等が想定されています。 
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図表１ 予防接種対象疾病（2016 年 10 月～） 

 
（ 注 ）*は予防接種法で定める疾病。**は政令で定める疾病。 

（資料）厚生労働省資料などから筆者作成 

 

(3) 乳幼児期の予防接種のスケジュールは過密気味 

2013年に予防接種制度について幅広い見直しが行われ、それ以降、定期予防接種の対象疾病が増え

ました。特に、乳幼児期には複数のワクチンを、場合によっては複数回接種することが必要となりま

した。それぞれのワクチンに必要な最低限の間隔を空けつつ、限られた期間に受ける必要があること

から、各予防接種の標準的な接種年齢に達したら、早めに接種を開始することが勧められています。

推奨スケジュールは、日本小児科学会のサイト等に掲載されています。 

なお、日本には、混合ワクチンが少ないため、同時接種可能なものについて同時接種を勧められる

場合があります。同時接種によって、接種時期を逃さずに受けられ、適期に免疫をつけることができ

ます。また、保護者や医療従事者の時間的負担も減ります。 

今後は、混合ワクチンの開発・導入によって、接種回数の減少、医療従事者や保護者の業務の削減、

保管場所の削減、接種率の上昇などが期待されています。 

  

ＷＨＯ推奨 備考

ジフテリア* ○

百日せき* ○

ポリオ（急性灰白髄炎）* ○

破傷風* ○

麻疹（はしか）* ○

風疹* ○

日本脳炎* ○

結核* ○

Ｈｉｂ（インフルエンザ菌Ｂ型）感染症* ○ 2013年４月から定期接種

小児の肺炎球菌感染症* ○ 2013年４月から定期接種

ヒトパピローマウイルス（子宮頸がん予防）* ○
2013年４月から定期接種。現在、積極的な勧奨

は差し控えられている。

B型肝炎（水平感染予防）** ○
水平感染予防については2016年４月から定期接

種。母子感染予防については任意接種。

水痘** ○ 2014年10月から定期接種

痘そう（天然痘）** ○

現在、痘そう天然痘の定期接種は実施していな

い。生物テロ等により、まん延の危険性が増⼤した

場合、臨時の予防接種として実施される可能性。

季節性のインフルエンザ* ○

高齢者の肺炎球菌感染症** ○ 2014年10月から定期接種

ロタウイルス ○

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎） ○ 諸外国では麻疹・風疹とともにMMR混合ワクチン

Ａ型肝炎

髄膜炎菌

黄熱 WHO の国際保健規則に定められる。一部機関で実施。

狂犬病

：

感染症の種類

定

期

接

種

Ａ

類

Ｂ

類

任

意

接

種

　　　DPT-IPV混合ワクチン（４種）

　　　DT混合ワクチン

　　　（２種。ジフテリアと破傷風）

　　　MR混合ワクチン

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/vaccine_schedule.pdf
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2｜予防接種の副反応については、軽微なものや疑わしいものも含めてモニタリングしている 

予防接種のワクチンの中には弱毒化されたウイルスや細菌を含んでいるため、期待する免疫反応以

外の生体反応として熱や発疹、その他の好ましくない反応（副反応）が出ることがあります。しかし、

予防接種は、自然に感染症に罹患した場合の症状に比べ、接種したときの副反応の方が軽微で済む点

がメリットです。したがって、軽微な副反応と重篤な副反応は、区別してモニタリングしています。 

比較的軽微で、稀ではない副反応については、いくつかの調査対象医療機関を対象に、接種日から

の健康状態を観察することでモニタリングしています（「予防接種後健康状況調査」）。一方、比較的重

篤で、稀にしかみられない副反応については、医療機関は厚生労働省に報告3することが義務づけられ

ています（「予防接種後副反応疑い報告」）。2013年に予防接種法で副反応の報告が法定化され、2016

年には副反応と確定したものだけでなく、その疑いがあるものを含めて報告することになりました。

毎年の報告は、厚生労働省のホームページに掲載されています。 

また、定期予防接種で、重篤な健康被害が発生した場合は、その健康被害が接種を受けたことによ

るものであると厚生労働大臣が認定したとき、接種した自治体を通じて、健康被害を救済する予防接

種健康被害救済制度があります。 

 

3｜海外渡航時の予防接種は早めに確認する必要がある 

海外渡航時には、渡航先や渡航先での活動によって感染症に罹患するリスクが大きくなります。 

多くの国で、定期予防接種を設定し、感染症流行を予防しています。定期予防接種は、国によって

異なり、入国時などに予防接種を要求する国・地域もあります。また、海外で自分の身を感染症から

守り、周囲の人への二次感染を防止する目的もありますので、国では海外渡航時には行き先によって

適切なワクチン接種を推奨しています。一般に、入国先で接種が義務付けられているワクチン、日本

の定期接種では足りないワクチン、渡航先の国の定期接種では足りないワクチン、渡航先での活動や

渡航先での流行状況などを考慮して、予防接種を決めることが多いようです4。 

種類によっては数回接種する必要があるので、早めに医療機関や検疫所に確認する必要があります。

また、過去のワクチン接種歴を把握しておく必要があります。 

 

2――日本をとりまく環境 

1｜日本の予防接種環境は遅れている 

日本の予防接種制度は、公的に接種できるワクチンの種類が少ないことにより、「ワクチンギャップ」

があると言われてきました。ＷＨＯ（世界保健機関）が定期接種を推奨するＨｉｂ、小児の肺炎球菌、

ＨＰＶ（子宮頸がん予防）、水痘、高齢者の肺炎球菌、Ｂ型肝炎、おたふくかぜ、ロタウイルスが、長

らく定期接種の対象でなかったことによります。 

2013年に予防接種制度が見直され、同年にＨｉｂ、肺炎球菌（小児）、ＨＰＶ（子宮頸がん予防）

が、2014年に水痘、肺炎球菌（高齢者）が、2016年にＢ型肝炎（水平感染予防）が、それぞれＡ類・

Ｂ類疾病として定期接種の対象となり、ワクチンギャップは解消の方向にあります。 

                                                
3  報告は、総合独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）を通じて行われます。 
4  金川修造「トラベラーズワクチンの現状と課題」『「公衆衛生」Vol.81 NO.7（2017年７月）より 
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しかし、おたふくかぜは重度の後遺症が残るケースがあることから、諸外国では定期予防接種とさ

れ、接種率が高いのに対し、日本では自己負担がある任意予防接種であるため、接種率が低くなって

います。また、風疹は、特に妊娠中の女性や胎児に影響を与えるとして、その危険性が危惧されてい

ます。しかし、1979年5生まれ以降に対しては定期接種となったものの、1987年生まれまでは個別接

種だったため接種率が低く、現在の 30歳後半以上の抗体保有率は、95％以上が望ましいのに対して、

75～80％に留まるとされています6。 

さらに、日本には異なる病原体に対するワクチンが１本の注射となった混合ワクチンの種類が少な

く、特に乳幼児期には限られた期間にすべてのワクチンを受けるには過密スケジュールとなりがちで

あることから、現在でも諸外国と比べて体制整備の遅れを指摘されることがあります。 

ワクチンギャップが生まれた理由の１つとして、日本ではワクチンによる予防効果よりも、有害事

象が取り上げられることが多く7、ワクチンの必要性や重要性が認識されにくい状況が続いていたこと

が指摘されています。 

 

2｜感染症発生動向調査 

近年、海外から日本へ入国する人数が増え、これまで日本にはなかった感染症が国内に持ち込まれ

るリスク等について、強く認識されるようになりました。感染症リスクに対して適切な対策をとるた

めには、感染症発生情報の収集が重要です。日本では、「感染症法（感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律）」によって、危険性が高い感染症等については国立感染症研究所で「感染症

発生動向調査」を行っています。 

熱帯感染症や新興感染症などが世界的に広がって公衆衛生上の危機と判断された場合はＷＨＯを中

心に各国で対策が行われます。2009年に新型インフルエンザ（H1N1型）が発生した際、ＷＨＯに

よる警戒レベルのフェーズにあわせて、日本でも対策本部の設置などの対応を実施したことを記憶し

ている方も多いかもしれません。 

ＷＨＯでは常時、ＧＡＲ（Global Alert and Response：世界警戒対応）等によってウェブページに

19の感染症の発生動向を発信しています。 

 

 

                                                
5  定期接種になったのは、1979年４月２日以降生まれ。 
6  2018年２月 14日 産経新聞より。 
7  有名な事例として、1990年代に麻疹・おたふくかぜ・風疹混合（ＭＭＲ）ワクチンのおたふくかぜ成分による無菌性髄

膜炎の発生に伴って集団訴訟があり、翌年から接種を見合わせました。 


